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       「新公益法人会計基準の概要について」 

 
中田公認会計士事務所 

公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 中 田 ち ず 子 

 

当会の会計の顧問をさせていただいている公認会計士・税理士の中田と申します。 
この度、広報誌に記事を掲載していただく機会を得ましたので、昨年掲載させていただいた公益法人制度改革

に引き続き公益法人会計基準の改正とその適用について概要をお知らせしたいと存じます。 
 
１．公益法人制度改革と新公益法人会計基準改正の意義 
公益法人制度改革は、今まで公益法人に課せられていた財務的規律、具体的には収支相償基準、遊休財産保有

制限などが過度に厳しく、公益法人の自由な活動を阻害しているのではないかということから行われました。 
したがって、この改革は収支相償を廃して中期的収支均衡とし、遊休財産保有制限の代わりに使途不特定財産

保有制限とするなど、財務的規律を緩和し、公益法人の活動を自由にすることを目的としています。 
単に自由にするだけでなく、一方では公益法人が自らガバナンスを強化するため、様々な規制が行われました。

法人のガバナンスとは外部の視点を入れて意思決定をしたり、規則を定め、それに従って行動するなど、自ら身

を律することをいいます。代表的なものが外部理事・外部監事の導入です。 
このように、認定法という公益法人の法律の改正による制度改革は財務規律の緩和というアメとガバナンス強化

というムチの両面があるということです。 
公益法人会計基準はこうした制度改革の趣旨を受け、ガバナンス強化のために改正されました。認定法では、公

益目的事業の財産を他の会計の財産と区分するため区分経理が義務付けられました。そこで、会計基準において

も今まで正味財産増減計算書だけに求められていた区分経理（会計を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人

会計に区分すること）が貸借対照表にも求められることになりました。 
 
２．本表は簡素に、詳細は注記へ 
公益法人会計基準改正のもう１つの目的は、改正前は公益法人特有の会計処理や表示が多く、一般的な会計の

知識では理解しにくい状況だったところ、本表（貸借対照表・活動計算書）は簡潔で分かりやすく、詳細は注記

にするということです。そこで、今までの貸借対照表・正味財産増減計算書と比べると、新基準の貸借対照表や

活動計算書（新会計基準では、正味財産増減計算書を名称変更して活動計算書といいます。）はとても簡潔な形に

なり、その代わりにいくつかの注記をすることになりました。 
具体的な表示は公益法人会計基準運用指針に記載がありますのでご参照ください。ここでは、変更のあった点

について説明します。 
 

３．貸借対照表及びその注記 
（１）固定資産の表示の変更 
貸借対照表の固定資産の区分が今までの基本財産・特定資産・その他固定資産から有形固定資産・無形固定 
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資産・その他固定資産に変わりました。 
これにより、今まで基本財産・特定資産として表示されていた預金は、流動資産の預金として示されることに

なりました。改正前のように流動資産は使えるもの、固定資産は使えないものと考えると、流動資産が増加する

ため使えるお金が増えたように思われるかもしれませんが、別途、財産目録上で流動資産の預金であり、基本財

産であると記載することで流動資産に振り替えたからといって使えるわけではないことが示されます。特定資産

についても同様です。特定資産は法人が任意特定の目的のために積み立てているもので、改正前の基準では特定

資産という科目で表示しなければなりませんでしたが、改正後は、特定資産という名称を使用する義務はなくな

りました。 
 
（２）その他有価証券評価差額金 
公益法人の保有している有価証券は満期保有目的債券以外は、ほとんどその他有価証券です。その他有価証券

の評価差額金は、活動計算書には記載されず、貸借対照表の純資産の部に記載されることになります。 
評価差額金とは、その他有価証券を購入した価額とその期の期末時価との差額です。購入価額より時価が大き

ければその他有価証券の価値がその分増加しますが、それは損益として活動計算書には記載せず、貸借対照表の

純資産の部に計上することになります。 
改正前の基準では評価損益は正味財産増減計算書の営業費用の下に評価損益等として示すこととされていまし

た。収支相償計算に影響はないものの、最終利益には影響していました。改正後は、評価損益が活動計算書には

記載されないため、活動計算書は純粋に法人の経営活動の損益を表すことになります。 
 
（３）新しく追加された注記 
①会計区分別内訳 

貸借対照表の流動資産・固定資産・総資産・流動負債・固定負債・総負債・純資産の科目について公益目的事

業会計・収益事業等会計・法人会計に区分する注記です。 
【会計区分別内訳】 

    
 
この注記の公益目的事業会計の総資産が認定法の公益目的事業財産額であり、同会計の純資産が公益目的取得

財産残額と見なされます。公益目的取得財産残額とは、公益法人が解散する際に他の公益法人等に贈与しなけれ

ばならないと定款で定められている金額です。 
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改正前の基準では、公益目的取得財産残額は貸借対照表上では計算できず、別途定期提出書類別表 H で計 

算していました。改正後基準適用後はこの注記で公益目的取得財産残額が示されることとなるため、従来の別表

H は廃止されます。 
公益目的事業の財産を他の会計の財産と区分するため、区分経理が認定法で義務付けられたことから、新会計

基準でも貸借対照表の区分経理が義務化され、この注記が必要とされることになりました。 
また、公益目的事業会計が他の会計から借入れがある場合には、1 年以内の短期の借入の場合には短期他会計

借入金として表示することになります。公益目的事業会計が資金不足のために事業を継続することが困難な状況

にあり、他会計から、他の会計のために必要であるとして積み立てられている使途拘束財産（法人活動保有財産、

資産取得資金、特定費用準備資金、指定寄附財産、下記控除対象財産の図表中の他の財産）を財源として借入を

行っている場合には、この注記にその財源となっている財産及び公益目的事業会計でそのような困難な状況にあ

る旨を脚注しなければならないこととされています。 
②資産及び負債の状況 
この注記は、改正前会計基準の財産目録と同じです。貸借対照表の表示が基本財産・特定資産から有形固定資

産・無形固定資産に変更されたことから、この注記も新会計基準の貸借対照表と同じ科目の表示となります。 
使用目的欄には、改正前の基本財産・特定資産を表示するほか、使途拘束財産（控除対象財産）である資産で

あることを明らかにします。控除対象財産は法律上、使途が決まっている財産で 1 号財産から 6 号財産まで以下

のように規定されています。下図の右が改正前、左が改正後の控除対象財産です。 
 

【控除対象財産】 

     
③使途拘束財産（控除対象財産）の内訳と増減額及び残高 
上記の図の控除対象財産のそれぞれについて増減額と残高を示す表です。この注記は、上記②の注記の使用目

的欄と対をなしています。改正前はこの表は定期提出書類で示されていましたが、新会計基準では貸借対照表の 
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注記となりました。 
 

④指定純資産の内訳と増減額及び残高 
改正前の基準では、指定純資産の交付者、内訳、増減などは示されませんでしたが、新会計基準ではこの注

記により示すこととされました。 
 

⑤指定純資産のうち指定寄附資金の受入年度別残高及び支出見込み 
指定寄附資金（6 号財産）は受領した後、指定された目的への支出を待機している資金であるため、原則と

して長期にわたって保持すべきものではありません。そこで、指定寄附資金の受入年度別残高を注記すること

で長期にわたる指定寄附資金の存在を明らかにして、受け入れてから 5 年超のものについては、将来の支出

予定を注記することとされました。 
 
４．活動計算書 
改正前の正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部と指定正味財産増減の部に区分され、指定正味財産と

して受けいれた寄附等は指定正味財産増減の部の増加項目となり、その寄附等が使途の指定通り使用された場合

や、寄附等の対象財産が棄損したような場合には一般正味財産増減の部に振替が行われていました。 
この処理が大変わかりにくいということで、改正後の活動計算書上は一般純資産、指定純資産（新会計基準で

は正味財産を純資産と名称を改めました。）を区分せず合算して示し、また、収益・費用の会計区分別表示は本表

では行わず、公 1 事業費、収 1 事業費、管理費などとすることとされました。また本表の活動計算書では当期収

益費用差額までを記載します。 
活動計算書では収益費用は法人全体として表示されます。細かい情報を示すため、次の３つの注記をすること

になりました。 
① 財源区分別内訳 

この注記では活動計算書本表を縦に一般純資産・指定純資産に区分して示します。改正前の基準は上に一般

正味財産の部、下に指定正味財産の部と区分していましたが、これを縦にしたものです。単に縦にしただけで

はなく、改正前の基準では指定正味財産が使途の指定通りに使用された場合などは一般正味財産の部に振替

が行われましたが、どの時点で振替を行うかが必ずしも明確ではなく、恣意性が入る恐れがありました。新会

計基準では、指定純資産を受領した時点で指定純資産の区分の収益とし、使用した際には指定純資産の費用と

して記録することで一般純資産への振替は不要となりました。 
本表は当期収益費用差額までの表示ですが、この注記は最後に一般純資産・指定純資産それぞれの期首残高

を加算して期末純資産額を示します。これによって、貸借対照表本表の純資産の部に記載されている一般純資

産・指定純資産の額との一致を確認できます。 
 

② 会計区分及び事業区分別内訳 
会計区分及び事業区分別内訳の注記は上記①の一般純資産の区分について公益目的事業会計、収益事業等会

計、法人会計に区分して示します。 
 

③ 事業費・管理費の形態別区分 
上記②の会計区分別の経常費用について形態別の費用額を表示します。会計区分別（公益・収益等・法人） 
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の区分以外に、事業別（公 1・公 2・収１）区分を記入することも認められています。 

 
５．有価証券の受取利息・受取配当金 
有価証券元本が一般純資産を財源とするものであっても指定純資産を財源とするものであっても、そこから生

じる受取利息・受取配当金はいずれも一般純資産の収益とすることとされました。 
改正前の基準では、指定正味財産から生じる受取利息や受取配当金についても寄付者の指定があるとして指定

正味財産とされることがあり、それによって多額の受取利息や受取配当金があっても指定正味財産の増加として、

収支相償の対象とならず、かつその残高は控除対象財産として遊休財産保有制限にも抵触しないこととなり、そ

の資金が法人内に積みあがっていくという弊害がありました。新会計基準においては、これを防止するため、こ

のような規程が置かれたものです。 
 

６．新会計基準適用の経過措置 
新会計基準は、令和７年（2025 年）４月１日以降に開始する事業年度から適用されます。ただし、令和 10 年

（2028 年）４月１日前に開始する事業年度までは、本会計基準等によらず従前の会計基準を引き続き適用する

ことができるとされています。 
すなわち、新会計基準は 3 年間の経過措置が講じられており、3 月期決算の法人は、令和 10 年（2028 年）４

月 1 日から開始する事業年度には必ず適用しなければならず、それ以前は法人の任意で適用できることになりま

す。 
新会計基準を適用するまでは今までの会計基準をそのまま適用することになり、定期提出書類別表 H も作成し

続けることとなります。 
 
 

法人は、どの期から新会計基準を適用するか決定し、適用に向けて、財務諸表の表示、注記の変更の検討、会

計ソフトの導入などの準備を行っていく必要があります。 
本稿が、会員の皆様方のご理解の一助となれば幸いです。本会のますますのご発展を祈念しております。 
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  「２０２６年の抱負」 
伊勢原協同病院 

病 院 長 鎌 田 修 博 

  

会員の皆様におかれましては、日頃より地域医療・地域福祉の第一線において、柔道整復師としての専門性を

発揮されていることに、心より敬意を表します。 

さて、コロナ禍を経た現在、柔道整復分野における保険受療患者数が年々減少している傾向は、看過できない

重要な課題であります。ただし、この動きは医科を含む医療全体にも共通するものであり、制度や社会環境の変

化が強く影響していることを、冷静に受け止める必要があります。 

こうした状況の中で、単に「患者数の減少」を嘆くのではなく、社会の変化を冷静に分析し、柔道整復師とし

て何を提供できるのか、どのような役割を担うべきかを改めて検討することが、今まさに求められています。 

患者さんの受診行動は変わりつつあり、「治す」ことに加えて、「予防する」「再発させない」「生活の質を高め

る」といった視点が、これまで以上に求められています。保険診療の適正な運用を堅持しつつ、予防・健康増進

への関与、医療・介護との連携、地域住民からの信頼のさらなる向上など、取り組むべき課題は少なくありませ

ん。地域住民との関わり方や情報発信の工夫などで切り拓ける可能性は多くあります。 

本年は、こうした変化の時代においても、柔道整復師が地域にとって必要不可欠な存在であり続けるために、

制度・実務・社会的役割のあり方を会全体で考え、議論し、行動に移す一年としたいと考えております。会員一

人ひとりの知恵と経験を結集し、次の時代につながる柔道整復の姿を共に築いていきましょう。 

本年が、会員の皆様にとって実り多き一年となりますことを祈念し、新年の抱負といたします。 
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「公益社団法人神奈川県柔道整復師会に入会して」 

横浜西支部  九十九 優 作 

                                                  

２０２５年９月に入会いたしました、横浜西支部「つくも接骨院」の九十九優作と申します。 

神奈川県柔道整復師会には、日頃よりお世話になっている諸先輩方が多く所属されていることもあり、独立開

業の際には必ず入会しようと以前より心に決めておりました。実際、入会後初めて保健指導を受けた際には、予

診票や施術録の記載について丁寧にご指導いただき、改善点に気づくことも多く、大変勉強になりました。また、

研修会や勉強会など学びの機会が豊富であること、さらに支部活動を通じて交流の場があることも、柔道整復師

会の大きな魅力だと感じております。 

１１月には、横浜西支部の地域活動の一環として「青葉区民まつり（健康フェスティバル）」に参加し、左右田

支部長ご指導のもと、柔道整復師会として『動的な姿勢の評価』を行いました。ブースには約１２０名の地域の

皆様にお越しいただき、柔道整復師（接骨院・整骨院）の役割認知にもつながる有意義な活動になったと感じて

おります。今後は防災訓練などの地域活動にも積極的に参加し、柔道整復師としての役割を果たすとともに、地

域貢献にも努めてまいりたいと考えております。 

柔道整復師会から得られるさまざまな情報や知識に加え、会員間の交流や支部活動を通じて、柔道整復師とし

て、また一人の人間としての幅を広げ、成長していきたいと思います。 

 「つくも接骨院」としては、＜地域の皆様の“痛みの改善”と“快適な生活”の力になれる院＞、＜健康寿命

の延伸に貢献できる院＞を目指しております。 

 開院から 4 カ月と、まだまだ未熟な院ではございますが、今後も長く安定して地域に根ざせるよう、日々尽力

してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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「通院頻度」は売り込むほど伝わらない— 

“納得で続く”説明設計のコツ 

  相模支部  成 澤 允 邦 

                                                  

 現場で「もう少し詰めて通ってほしい」と思う場面は多い。しかし、通院頻度の提案は一歩間違えると“売り

込み”と受け取られ、かえって離反のきっかけになり得る。私自身も、技術や検査の精度を上げるほど、説明が

追いつかず成果が安定しない時期があった。そこで見直したのが、通院頻度を「提案」ではなく「設計」として

扱うことだった。 

 ポイントは 3つある。 

①“なぜ今の頻度なのか”を状態と言語でつなぐ 

②“次回の目的”を具体化して不安を消す 

③“卒業の基準”を先に提示し、ゴールまでの道筋を見せる 

 この 3 点が揃うと、頻度の話が押し付けではなく「合理的な共有」になる。 

 まず①。頻度の根拠が曖昧なまま「週 2 で」と言うと、患者は価格と時間の負担だけで判断しやすい。根拠は

専門用語でなくて良い。むしろ“今の身体がどの段階か”を短い言葉で示す。例えば「いまは痛みが出やすいス

イッチが入りっぱなしの状態」「戻りやすい時期」「整えても日常で崩れやすい段階」など、患者がイメージでき

る表現に落とす。そのうえで「この段階は間隔が空くほど戻りやすいので、最初は間隔を詰めてスイッチを切る」

と説明すると、頻度が“施術者の都合”ではなく“身体の都合”に変わる。 

 次に②。通院継続を決めるのは「次に行く理由が明確かどうか」だと感じている。痛みが少しでも下がると、

患者は“今日で一旦様子見”に傾く。そこで次回の目的を 1文で固定する。「次回は、戻りやすい動きをチェック

して、再発の原因を 1つ潰します」「次は骨盤の安定が出ているかを確認して、家でやることを絞ります」など、

行く価値が具体的であるほど継続率が上がる。ここで重要なのは、施術内容の列挙ではなく“目的”を示すこと。

目的があると患者は迷わない。 

 最後に③。頻度の提案が嫌がられる大きな要因は「いつまで通うのか分からない」不安である。だからこそ、

初期の段階で“卒業の基準”を提示する。例えば「痛みが 10→2 まで落ちる」「朝の動き出しがスムーズ」「片脚

立ち 10 秒が安定」「仕事終わりの張りが翌日に残らない」など、患者の生活に紐づく指標が良い。数値化できる

ならなお良いが、少なくとも“観察できる状態”にする。基準が決まると、頻度は「永遠に通う話」ではなく「ゴ

ールまでの工程」に変わる。 

 この 3 点を院内で標準化するために、私は説明をテンプレ化している。 

（1）状態の段階：いまは戻りやすい時期 

（2）頻度の理由：間隔が空くと戻るので、最初は詰める 

（3）次回の目的：次は〇〇を確認して△△を潰す 

（4）卒業基準：□□ができたら間隔を空ける／卒業 

 この順番で話すと、強く売らなくても「じゃあ、その頻度で」と言われることが増えた。結果的に、施術効果

が出やすくなり、再説明の手間や中途半端な離反も減った。 

 我々の価値は、疼痛の軽減だけでなく、患者が望む生活に戻る道筋を示し、再現性のある改善プロセスを提供

することにある。通院頻度の説明は“営業トーク”ではなく、臨床の一部だ。技術の精度を上げるのと同じ熱量

で、説明設計と院内共有を磨いていきたい。 
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